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1．課題の設定

現在、国際化、』情報化、少子高齢化が急速に進行する中、「人々が生涯のいつでも自由に学習機会

を選択して学ぶことができ、その成果が適切に評価される『生涯学習社会」の実現」を果たすことが

政策課題の一つとなっている1．

平成19年度文部科学白書では、生涯学習社会の構築が必要な理由として、人々の新しい知識や技術

の習得が社会制度の基盤である人材育成につながり、社会・経済の発展に寄与するためとしている２．

また、平成2０（2008）年２月に答申された中教審答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策に

ついて」では、従来企業内で行われていた個人の能力開発について､近年「会社主導から、自助努力

へ」という傾向にあることをふまえ、社会人の学習支援が必要であると指摘されている。このように、

生涯学習社会の構築の必要性が人材育成の観点から捉えられ、職業人の能力開発もまた生涯学習が担

うべき領域であるとされている。

これまで、生涯学習の営みにおける、職業人のスキル・アップに繋がる学習の機会の未整備が多く

指摘されていたが3、ここにおいて、その整備の必要性が再確認されたと言える。ここでいう職業人

とは、正規社員だけではなく、非正規社員を含むものであり、また民間企業の職員だけではなく、国

家・地方公務員などの行政職員をも含むものである。

近年、地方分権化が加速する中、民間企業と同様もしくはそれ以上に、地方公共団体の行政職員に

も高度なスキル・能力が求められている。これは、平成９（1997）年11月自治省行政局公務員部長通

知「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定について」において、人材育成の目的の明確化、

学習的風土づくり等の総合的取組の推進、職員研修の充実、人材育成推進体制の整備等を検討するこ

とが各地方公共団体に要請されたことからも明らかである。また、平成1６（2004）年地方公務員法の

一部改正により、地方公務員法第39条第３項に「地方公共団体は、研修の目的、研修に関する計画の

指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする」と規定されたことからも、

*札幌市豊平区保健福祉部職員

－３１－



地方公共団体の行政職員の人材育成が重要視されていることがわかる。

しかし、行政職員の人材育成の中核となる職員研修について、厳しい財政状況を背景に、都道府県、

政令指定都市を中心として、研修予算や研修担当職員の配置を削減・縮小する傾向にある4．上述し

た企業の「会社主導から、自助努力へ」の人材育成の転換と同様に、行政職員の人材育成においても、

行政職員一人一人の自助努力・自己啓発が前提となって推し進められている。

本稿では、このような状況認識から、札幌市における人材育成の取組みを事例として、札幌市にお

ける人材育成がどのような目的を持ち、いかなる手法で行われているのかを明らかにし、そこから浮

き彫りになる行政職員の人材育成の課題について考察をしていきたい。なお、本稿は、第二章では札

幌市の概要を説明し、第三章では平成2０（2008）年３月に策定された「札幌市職員人材育成基本方針」

の分析を行い、第四章では職員研修及びセンター研修の事例分析を行っている。

Ⅱ札幌市の概要

札幌市は、曰本最北の政令指定都市であり、北海道の政治・経済の中心的都市となっている。札幌

市の人口は、189万9664人（2009年１月１日現在）であり、人口規模は、東京、横浜、大阪、名古屋

に次いで全国で５番目に多く、全道人口の223％を占めている。広い市域は10の行政区に分かれてお

り、それぞれ中央区214,385人（117,659世帯)、北区276,136人（126,796世帯)、東区254,499人（117,8

49世帯)、白石区203,258人（99,674世帯)、厚別区129,309人（54,495世帯)、豊平区209,846人（104,58

6世帯)、清田区115,349人（43,218世帯)、南区148,974人（65,350世帯)、西区209,064人（94,781世帯)、
手稲区138,844人（55,301世帯）となっている5．

平成1９（2007）年12月に策定された「札幌市行財政改革プラン」によると、札幌市の財政規模は、

昭和4７（1972）年に政令指定都市になって以来、歳入歳出共に毎年増加していたが、平成1４（2002）

年には、税収の大幅な減少などによって、初の実質的なマイナスとなり、その後も減少傾向が続いて

いる6･札幌市では、このような厳しい財源を背景に、行財政改革を進めるにあたって、人件費の見
直しの徹底を行っている。

札幌市が平成1８（2006）年２月に策定した「札幌市集中改革プラン」の定員適正化計画では、平成

1７（2005）年４月から平成2２（2010）年４月までの５年間において、総職員数を850人（5.5％）純減

することを目標としている7。すでに平成1９（2007）年４月１曰までに649人の純減を行っている。

人口10万人あたりの職員数は、政令指定都市の中でも少ない水準にあり、平成1９（2007）年４月１曰

時点の一般行政部門（税務、保健福祉、土木など、各都市に共通する基本的な業務部門）は、政令指
定都市中最少の385.2人となっている。

このように、札幌市では政令指定都市の中でも、行政職員の定数削減に先進的な取組みを行ってい

る。スリムかつ効率的な組織体制を実現するため、「少数精鋭による組織運営を可能とし、市民とと

もにＩ悩み、考え、そして行動する職員を育成するための新しい取組を進めていく必要」があるという

認識に立ち8、「札幌市職員人材育成基本方針」が策定された。次章において、その内容を確認して
いくこととする。

Ⅲ．「札幌市職員人材育成基本方針」について

平成2０（2008）年３月、「職員構成の変容やスリムかつ効率的な組織体制の実現、地方公務員制度

の改革などに対応し、市民自治による“市民が主役のまちづくり,，を推進する職員を育成するため、

人材育成に関する取組みの方向I性を整理し、全職員で共有すること」を目的として9、「札幌市職員

人材育成基本方針」が策定された'０．本方針の第１章では背景と目的について、第２章では目指す職

員像について、第３章では自己申告・人事評価制度や人事異動、職員研修など、「目指す職員像」を
実現するための様々な取組みが整理されている。
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平成20年３月に「札幌市職員人材育成基本方針」が策定される以前には、平成７年12月に「札幌市

人事計画大綱」が策定されており、さまざまな人材育成の取組みがなされてきた。本章においては、

｢札幌市職員人材育成基本方針」を概観し、「札幌市人事計画大綱」との違いについて若干の考察を加

えながら、札幌市における人材育成の新しい方針について確認していきたい。

札幌市職員人材育成基本方針
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背景と目的
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果たすべき役割と求められる能力・意欲

取組姿勢

人材育成の方策

人事制度

職員研修

働きやすい職場づくり

１．「札幌市職員人材育成基本方針」における職員像

「札幌市職員人材育成基本方針」は、すべての職員に共通する新たな「目指す職員像」として、以

下の３つを掲げている。

市民の視点に立って考え、行動し、期待に応える職員

責任を持って使命を果たすとともに、時代の変化を読み、未来を切り開く職員

自らの能力を高めるとともに、部下・後輩を育成し、組織力を向上させる職員

市民志向

未来志向

成長志向
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「札幌市職員人材育成基本方針」では、「市民志向｣、「未来志向｣、「成長志向」を具えた「目指す

職員像」の実現に向け、局区実施プランを活用した局区ごとの人材育成、職場風土づくりに関する目

標の設定、職域ごとの人材育成指針の方策を進めていくとしている。平成７年12月に策定された「札

幌市人事計画大綱」との違いについて整理をすると、以下の通りとなる。

表１【目指す職員像の比較】

－３３－

札幌市人事計画大綱

(、内が対応する部分）

札幌市人材育成基本方針

(「」内が対応する部分）

①“さっぼろ”を愛し､｜
職員

眠の立場で感じ、考え、行動する’「 市民志向：

｢市民の視点に立って考え、行動」

② を具えた 職員奥行きのあるル宮い視野と豊かな人
ヨＥ

日．
」性

市民志向：

｢期待に応える」

③職員の|使命を自覚|し、誇りと|責任lを持って行動する職
員

未来志向：

｢責任を持って使命を果たす」



「札幌市人事計画大綱」における「目指す職員像」①“さっぼろ”を愛し、市民の立場で感じ、考

え、行動する職員、②広い視野と豊かな人間`性を具えた奥行きのある職員、③職員の使命を自覚し、

誇りと責任を持って行動する職員、④環境の変化に対応できる柔軟’性のある職員、⑤“さっぼろ'，を

躍動都市へと導く’盾熱と創造』性を具えた職員は、それぞれ「札幌市人材育成基本方針」における「市
民志向」もしくは「未来志向」に対応するものである。

「札幌市人事計画大綱」から「札幌市人材育成基本方針」における「目指す職員像」の転換は、

｢成長志向」が新たに加わったことと指摘できよう。これまでの「目指す職員像」との違いは、自ら

の能力を高めることのできる職員そのものが、目指す職員像とされていることにある。各々の職員は、
●●●●●●●●

｢高い自己啓発意識を持ち、すすんで自己の能力の開発・向上に取り組み、また、学びあう職場風土

を醸成し、部下・後輩の育成を進めて」（筆者傍点）いかなければならないとされており'１，研修の
前提として、「成長志向」を持つことが職員に要請されている。

２．「札幌市職員人材育成基本方針」における人材育成の方策

札幌市では、職員一人一人が、自己啓発に取り組む意識を持つことを前提として、○ＪＴ（OnThe

JobTraining：職場研修）を中心に人材育成・職員研修を進めるとしている。その他、部局研修や

センター研修なども織り込み、それぞれのメリットを活かしながら「目指す職員像」に向けた取組み
を行うとしている。

ここで、研修の充実強化として掲げている

項目について、取上げてみたい。

(1)自己啓発の支援

自己啓発の支援は、すべての職員が積極的

に自己啓発に取組んでいけるよう、組織的に

自己啓発支援の充実強化を図ることを目標と

している。具体的には、管理監督者に自己啓

発が活発に行われる環境づくりが要され、自

治研修センターでは、「時間外セミナー」の

実施や「ｅ－ラーニング,2｣、「自主研究グルー

プの活動支援」などを実施するとしている。

平成20年度の「時間外セミナー」では、北

海道大学公共政策大学院教授（地方分権改革

推進委員会事務局長）宮脇淳氏による「第二

図１【人材育成・職員研修の概念図】

(出典「札幌市職員人材育成基本方針」３１頁）

推進委員会事務局長）宮脇淳氏による「第二期地方分権改革の推進に向けて－大都市として取り組む

べき方向について－｣、㈱スコラ・コンサルプロセスデザイナー元吉由紀子氏による「どうすれば役

所は変われるのか－身近な職場での風土改革の進め方一」などの講演が実施されている（各々２時間

程度)。また、「自主研究グループの活動支援」は、市政に関する事項を自主的に調査研究する職員グ

ループの結成を奨励・支援し、職員の学習意欲及び市政研究能力を高め、もって公務能率の向上及び

市政の推進に資することを目的としている'3．支援の対象は、代表者及び構成員の３分の２以上が札

幌市職員であり、５人以上のグループであること等の要件がある。平成20年度の登録グループでは、
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研究テーマ「学校を拠点としたまちづくりについて」（活動人数13人)、研究テーマ「みんなで札幌の

明るい未来イメージを共有しよう！」（活動人数12人）等がある。

(2)ＯＪＴ（職場研修）の推進

ＯＪＴは、日常の業務の実践を通じて、必要となる実務知識・技術、対人的能力を身につけること

のできる効果的な研修の形態である。具体的には、管理監督者に計画的に知識・スキルが取得できる

ような環境づくりが要され、自治研修センターでは、ＯＪＴの推進に資すセンター研修の拡充'４，職

場研修費助成制度による支援（研修業務委託料、研修講師謝礼等）を行うとしている。なお、各職場

で業務を遂行するにあたり、共通して計画的に実施することが求められている研修があることから、

｢各局区で計画的に実施することとされている研修等」として①情報セキュリティに関する研修、②

EMS研修、③服務倫理に関する会議・研修等、④メンタルヘルスに関する一般職員研修（セルフケ

ア等に関する研修会)、⑤危機管理訓練・研修を挙げている。

(3)部局研修の推進

統一的で適正な業務遂行につなげていくため、部局研修の充実強化が調われている。具体的には、

主管部局に部局研修を充実させること、職場研修で活用できる支援ツールの提供や』情報の共有化の推

進が挙げられている。また、自治研修センターでは、主管部局と連携し、ｅ－ラーニング教材の拡充、

部局研修実施のために必要な情報提供などの支援がある。

(4)研修機関における研修の推進（センター研修等）

学ぶ環境風土づくりの支援のため、自治研修センターでは、重点項目として、①管理監督者研修の

充実、②新採用職員の計画的な育成、新採用職員育成担当者・管理監督者に対し育成ノウハウ等に関

する研修の実施、③中堅以上の職員に対する研修機会の拡充、④職場のビジョンや目的について情報

共有を進めるための研修の実施（出前研修）を掲げている。

以上の「札幌市人材育成基本方針」における人材育成の方策である(1)自己啓発の支援、(2)ＯＪＴ

の推進、(3)部局研修の推進、(4)研修機関における研修の推進は、札幌市の行政職員を、「札幌市職員

人材育成基本方針」における「目指す職員像」に養成するため、それぞれの特徴を活かしながら行わ

れている。

Ⅲ－１で指摘したように、「札幌市職員人材育成基本方針」における「目指す職員像」は、それま

での人材育成の体系的な方針であった「札幌市人事計画大綱」の「目指す職員像」から、新たに「成

長志向」が明記された。成長志向を持つ職員とは、自らの能力を高めることのできる職員、すなわち、

自助努力・自己啓発を行うことのできる職員である。成長志向の新設に伴い、「札幌市職員人材育成

基本方針」における人材育成の方針では、自己啓発の支援が、研修の重点強化の筆頭として挙げられ

ている。

以上のことを踏まえ、次章においては、札幌市豊平区の職場研修及び新採用職員研修を事例として、

それぞれの研修が「市民志向｣、「未来志向｣、「成長志向」のいずれの「目指す職員像」に基づく研修

なのか整理を行いたい。また、上述したように、研修の重点強化とされている自己啓発の支援につい

て、どのような取組みがなされているのか考察していくこととしたい。

Ⅳ、職場研修及びセンター研修の取組み－豊平区及び新採用職員研修を事例として－

本章では、職場研修及びセンター研修の具体的事例を挙げ、研修内容、「目指す職員像」における

位置づけ、「自己啓発」の支援について整理を行う。その後に「目指す職員像」の理念と研修の実態
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について考察を行いたい。

１．職場研修一豊平区職場研修を事例として－

（１）平成20年度豊平区職場研修について

平成20年度豊平区職場研修について、表２の通り、研修科目、内容、目指す職員像という項目に沿っ

て整理を行った'5.

表２【平成20年度豊平区職場研修】

ヨ指す職員像

研修講師は、ヒアリング研修と市民自治推進研修のみ外部講師（民間）に委託しており、それ以外

の研修は市役所職員が講師を務めている。講師を務める職員の役職は、管理職がほとんどであるが、

一般職員が任されることもある。研修の時間帯は、３０分から３時間程度であり、すべて業務時間中に

行われている。研修の費用は、ヒアリング研修の経費のみ「職場研修費助成制度」を利用したもので

あり'6、それ以外の経費はかかっていない。

（２）平成20年度豊平区職場研修における「自己啓発」の支援について

表２において、豊平区職場研修の各研修が、目指す職員像「市民志向｣、「未来志向｣、「成長志向」

のいずれに類される研修なのか、整理を行った。その結果、「成長志向」に類する研修は自己啓発研

修「元気の種コレクション見学による自己啓発｣、派遣研修「ＮＯＭＡ・市町村アカデミー等の研修へ

の派遣」の２つであった。前者の研修にある、元気の種コレクションとは、各局区や職員同士のグルー

プが、創意工夫による先進事例などを広く共有し、各職場において取入れるきっかけとするための発

－３６－

研修 内容 目指す職員像

リスニング研修
窓口・電話対応の際に相手の話を聴く基本姿勢とヒアリング

のスキルを磨く
市民志向

お仕事紹介プレゼン

テーション研修

中堅職員が、自分の業務の内容を他部署の職員に分かりやす

＜プレゼンにより説明し、知識の共有化を図る
未来志向

臨時職員研修 服務倫理、接遇
市民志向

未来志向

参加事業型研修 区主催事業への参加 市民志向

実施プラン周知研修 2008豊平区実施プランの周知
市民志向

未来志向

自己啓発研修 元気の種コレクション見学による自己啓発
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市民自治推進研修
`情報提供を行うための説明力向上に必要なコミュニケーショ

ン能力を養う
市民志向

派遣研修 Ｎ○ＭＡ・市町村アカデミー等の研修への派遣
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ＥＭＳ研修
環境マネジメントシステムに基づいた業務を推進し、環境負

荷軽減の取組みをさらに進める
未来志向

新採用職員研修 区長講話、施設見学等
市民志向

未来志向

区長と語る会 採用後半年間の振り返り等
市民志向

未来志向

朝のお出迎え 玄関でお客様お出迎え 市民志向



表会である'7．この発表会を見聞することで、職員にとって業務改善に対する自己啓発の良い機会に

なるとして、豊平区では「元気の種コレクション見学」を自己啓発研修に位置づけている。派遣研修

にあるＮ○ＭＡとは、社団法人曰本経営協会の略であり、事務効率の向上、経営管理の改善及び人材

育成を推進する専門団体である'8。また、市町村アカデミーとは、財団法人全国市町村研修財団が実

施している市町村職員中央研修所（japanAcademyforMunicipalPersonnel）の略称であり、全

市町村職員の中央研修機関として人材養成を行っている'9．派遣研修の受講者は、研修を受講したい

職員の立候補によって選出される。派遣研修の費用（研修費用、交通費等）については、区役所が負

担している。

２．センター研修等一新採用職員研修を事例として－

（１）平成20年度新採用職員研修について

平成20年度新採用職員研修について、表３．表４の通り、研修、内容、目指す職員像という項目に

沿って整理を行ったところ、以下の通りとなった20．

表３【前期研修】

表４【後期研修】

新規採用職員研修は、市職員としての心構えや組織の一員としての姿勢を身につけること、市民と

ともに自治を担う職員としての自覚を養うこと、職務遂行に必要な基礎知識と実務能力を身につける

ことを目的として実施されている。前期研修は４月に14曰問、後期研修は採用から半年後の10月に２

曰問の日程で行われている。研修講師は、「これからの自治体の課題」に北海道大学公共政策大学院

宮脇淳氏、「これからの自治体職員」に㈲アールズセミナーの佐々木亮子氏が外部講師として任され

ている。それ以外の研修は、担当部署の職員が講師を務めている。

（２）平成20年度新採用職員研修における「自己啓発」の支援について

表３．表４において、新採用職員研修の各研修が、目指す職員像である市民志向、未来志向、成長

志向のいずれに類される研修なのか、整理を行った。その結果、後期研修の「仕事の進め方研修」が
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研修 内容 目指す職員像

講義

受講にあたって、公務員としての心構えと服務規律・地方公務員制度、地方

自治制度、人権を考える、男女共同参画の推進について、心の健康、健康管

理、配属先の職場に向けて、配属にあたって、札幌市の改革の取組み、自治

基本条例、市民まちづくり活動の推進、札幌市の財政状況、札幌市の広報、

札幌市の公聴、札幌市の概況とまちづくりの計画、行政と情報、‘情報セキュ

リティポリシー、札幌市の保健福祉施策、防災対策と危機管理、子どもの権

利、環境問題と札幌市の取り組み、札幌市の雪対策

市民志向

未来志向

講演 市長講話、これからの自治体の課題、これからの自治体職員
市民志向

未来志向

演習
市民対応、体験学習（介護実習)、仕事の基礎知識、市政レポート、文書事

務（文書システム演習)、イントラネット研修、救命講習

市民志向

未来志向

研修 内容 目指す職員像

話し方研修 プレゼンテーション、話し方のスキル等 市 美志向

仕事の進め方研修 自己管理と自已啓発、問題解決の実践等 蕊JTJ露
`;鱗灘
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自己管理や自己啓発を強調している点で、唯一「成長志向」に対応していると判断できる。それは、

研修の内容が、仕事・メンタル面の管理、ワークライフバランスを保つために自己啓発が重要性であ

るとしているからであり、自らの能力を高めるためのアドバイスを行う場となっていたためである。

３．「目指す職員像」の理念と研修の実態

Ⅳ－１では、平成20年度豊平区職場研修の研修内容、「目指す職員像」における位置づけ、「自己啓

発」の支援について整理を行った。表２を概観すると、豊平区職場研修では、区役所が市民と接する

機会が多い職場であることから、例えば、外部講師によるリスニング研修や区役所事業への参加を行

う参加事業型研修など、「市民志向」の研修が充実しているという特徴が見出せる。区役所で実施さ

れた12の研修の内、「自己啓発研修｣、「派遣研修」の２つの研修が「成長志向」に基づく研修であっ

た。また、Ⅳ－２では、平成20年度新採用職員研修の研修内容、「目指す職員像」における位置づけ、

｢自己啓発」の支援について整理を行った。表３を概観すると、新採用職員研修では、札幌市職員と
して必要不可欠な基礎知識の習得を目的とした講義が充実している点に特徴がある。実施された研修
の内、「仕事の進め方研修」が成長志向に基づく研修であった。

第三章で確認したように、「札幌市職員人材育成基本方針」に成長志向が明記され、「札幌市職員人

材育成基本方針」における人材育成の方針においても、自已啓発の支援が、研修の重点強化の筆頭と

して挙げられていた。しかし、今回事例として取り上げた職場研修及びセンター研修は、ほとんどが

基礎的な実務の習得の場となっており、とりわけ「成長志向」を具える「目指す職員像」を実現させ
るための研修として必ずしも十分なものになっていないと言える。

Ｖ、今後の課題

本稿では、札幌市における人材育成の取組みを事例として、行政職員の人材育成がいかなる目的・

手法で行われているのかを把握し、今後の課題について考察することを目的としてきた。平成20年３
月に策定された「札幌市人材育成基本方針」では、従前の「目指す職員像」から新たに成長志向が明

記され、「札幌市職員人材育成基本方針」における人材育成の方針においても、自己啓発の支援が、

研修の重点強化の筆頭として挙げられていた。しかしながら、職場研修及びセンター研修の事例を見
る限り、各々の研修について、自己啓発が活発に行われることが要されながら、研修のほとんどが基
礎的な実務の習得の場となっていた。

そもそも自己啓発は、例えば資格試験の習得、ボランティア活動、大学院の進学など多様なかたち

があり、自己啓発を行うきっかけも様々である。行政職員の人材育成が、個々人の自発的な能力開発
を前提としているならば、職場内においてそれを助長するような学習機会の提供が重要だと考えられ

る。そこで最後に、行政職員の自己啓発への動機付け、それを担保するための環境づくりについて、
若干の提言をしたい。

第一に、行政職員の自己啓発への動機付けとしては、市役所内において、自己啓発の成果を還元す
る制度の充実が挙げられるだろう。例えば、Ａ資格を取得すれば、Ｂの部署への配属が優先的に考慮
されるなど、ある程度行政側からプランを提示し、職員の自己啓発のモチベーションを高めるシステ
ムが必要だと思われる。

第二に、行政職員の自己啓発を担保する環境づくりとしては、大学や民間企業との連携を強化し、
時間・場所などで制限される学習機会をフレキシブルなものにすることが挙げられるだろう。例えば、
大学などの講座では、大学の教室で行う従来の講義ではなく、それぞれの職場において、職務を遂行
しながら具体的なスキルを提供するような出前型実践研修の機会の創設などが望まれる。今曰、生涯
学習社会の整備が進められ、大学、民間企業、ＮＰＯ等の様々な機関が学習機会を提供している。こ

れらの機関との連携を図Ｄながら、行政職員の能力開発につなげていくことが今後ますます重要になっ
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ていくだろう。

なお、本稿では、平成７年以前の札幌市の人材育成の取組みについて言及することができず、長期

的な時系列の推移の分析を行うことができなかった。また、今回は札幌市を事例として取り上げたが、

他の先駆的な自治体の取組みをも踏まえる必要がある。それについては、今後の課題としていきたい。

文部科学省『平成19年度文部科学白書』第１章のポイントより引用。

http://www､mext・gojp/b-menu/hakusho/html/hpab200701/002/001ｈt、

文部科学省『平成19年度文部科学白書」４９頁。

例えば背戸博史「学校教育と生涯学習の接続を考える」曰本教育制度学会「教育制度学研究」第

11号、2004年。

地方公務員研修研究会「地方公共団体の人材育成のための人事評価と職員研修の連携・活用に関

する調査」平成20年３月、３１頁。http://www・soumu・go・jp/jitidai/kensyuzitaityosal9pdf

札幌市の人口・世帯数（市民まちづくり局企画部統計課）

http://www・city・sapporojp/toukei/jinko/monthly/jinko200901html

平成19年12月「札幌市行財政改革プラン」３頁。

「札幌市集中改革プラン」平成18年２月、１２頁。

「札幌市職員人材育成基本方針」平成20年３月、２頁。

「札幌市職員人材育成基本方針」平成20年３月、５頁。

「札幌市職員人材育成基本方針」は、人材育成に関する職員の意識や人事施策の問題点等を調査・

分析することを目的に実施された「人材育成に関する職員アンケート」の結果を踏まえ策定され

たものである。なお、アンケートは平成19年10月29曰から平成19年11月16曰の期間に実施されて

おり、対象者は無作為に抽出した職員である。

前掲「札幌市職員人材育成基本方針」１２頁。なお、本文で用いた自己啓発とは、「目指す職員像」

の実現に向け、本人が自発的に行う能力開発と定義されている。

札幌市職員職場学習システム「ｅ－ラーニング」は、自治研修センターや職場で行われる研修を

補完するとともに、職員の自主的・自律的な学習を支援するシステムである。自治研修センター

では、「市政知識｣、「服務規律・倫理｣、「制度・事務｣、「ＩＴスキル｣、「社会技術その他」とい

う５つの分野の教材充実に取り組んでいる。札幌市自治研修センター「平成20年度研修ガイド」

21頁参照。

平成６年「札幌市自主研修グループ活動支援要綱」を参照されたい。

マネジメント研修、職場研修推進担当者研修、新採用職員育成担当者研修などがある。

豊平区職場研修平成20年度年間計画、平成20年４月「豊平区実施プラン2008」参照。

http://www､city､sapporojp/toyohira/kuseijouhou/toyohiragenkiplan/20toyohiraplan､ｈｔｍｌ

職場研修費助成制度とは、サービスアップの推進に資する研修、規律ある職場づくりに資する研

修、市民参加と』情報共有に資する研修等を実施する場合に助成されるものである。

職員発表会「元気の種コレクション」

http://www､city・sapporojp/suishinshitsu/soshikitorikumi/tanecolle/indexｈｔｍｌ

社団法人日本経営協会http://www,nomaor.』p/noma/indexｈｔｍｌ

市町村アカデミー（市町村職員中央研修所）JapanAcademyforMunicipalPersonneｌ

http://www・jamp､gr.』p/intro/indexhtm

豊平区職場研修平成20年度年間計画、平成20年４月「豊平区実施プラン2008」参照。

http://www・city・sapporojp/toyohira/kuseijouhou/toyohiragenkiplan/20toyohiraplanhtml
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